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資料１

平成２０年７月１日 
地域企業経営企画室 

「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」開催要項（案） 

 

 １．趣  旨  

過疎地や特定診療科目における医師不足の深刻化など、近年の公立病院をめぐる経営環境の

変化を踏まえ、公立病院に関する今後の地方財政措置のあり方等について、有識者及び公立病

院関係者の意見を伺い、検討する場として、「検討会」を開催する。 

 

 ２．名  称   

本会合は、「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」（以下｢検討会」という。）と称する。 

 

 ３．検討内容  

公立病院に関する財政措置のあり方等について検討する。 

   〔主な課題〕 

 いわゆる「不採算地区病院」など過疎地等における病院及び診療所に係る地域医療確保のた

めに必要な財政措置 

 産科、小児科、救急医療等に関する財政措置 

 公立病院の経営形態多様化を踏まえた財政措置 

 その他公立病院に関する財政措置のあり方全般 等 

※ 「公立病院改革ガイドライン」に掲げた既存の地方財政措置の見直し（病院建物の建築単

価の上限設定、「病床数」への病床利用率の反映等）を含む 

 

 ４．構 成 員  

別紙のとおり。 

 

 ５．運  営   

（１） 座長は、検討会を招集し、主宰する。 

（２） 座長は、不在の場合等においてその職務を代行する者をあらかじめ指名することができる。 

（３） 座長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。 

（４） 会合は、公開しないが、会合終了後、配布資料を公表する。また、速やかに議事概要を作成し、

これを公表するものとする。 

 

 ６．庶  務   

検討会の庶務は、総務省自治財政局地域企業経営企画室が行う。 



別 紙

 

公立病院に関する財政措置のあり方等検討会 

構成員名簿 
（五十音順・敬称略） 

座 長 東京大学大学院経済学研究科教授 持田
も ち だ

 信樹
の ぶ き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 城西大学経営学部准教授 伊関
い せ き

 友伸
ともとし

 お茶の水女子大学大学院准教授 大森
おおもり

 正博
まさひろ

 自治医科大学教授 梶井
か じ い

 英治
え い じ

 政策研究大学院大学教授 島崎
しまざき

 謙治
け ん じ

 大和総研主任研究員 星野
ほ し の

 菜穂子
な ほ こ

 一橋大学国際・公共政策大学院准教授 山重
やましげ

 慎二
し ん じ

 市立堺病院副院長 横田
よ こ た

 順一朗
じゅんいちろう

 全国自治体病院開設者協議会副会長、青森県鶴田町長 中野
な か の

 掔司
け ん じ

 全国自治体病院協議会常務理事、島根県病院事業管理者 中川
なかがわ

 正久
まさひさ

 （オブザーバー） 厚生労働省医政局指導課長 

 

第１回 平成２０年７月１日（火） 午後１時０0 分～3 時００分 

ホテル ルポール麹町 3 階 アメジスト 

 



－ 平成２０年７月 －

公立病院改革について

資料２
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①全国の病院に占める自治体病院の割合

(単位：病院)
Ａ－国立 277（ 3.1%）
Ｂ－自治体立 1,018（ 11.5%）
Ｃ－公的 303（ 3.4%）
Ｄ－社会保険関係 123（ 1.4%）
Ｅ－医療法人・個人 6,223（ 70.4%）
Ｆ－その他 898（ 10.2%）

合 計 8,842（100.0%）

(単位：床)
Ａ－国立 120,947（ 7.5%）
Ｂ－自治体立 237,053（ 14.6%）
Ｃ－公的 100,163（ 6.2%）
Ｄ－社会保険関係 36,329（ 2.2%）
Ｅ－医療法人・個人 895,710（ 55.4%）
Ｆ－その他 227,368（ 14.1%）

合 計 1,617,570（100.0%）

厚生労働省 医療施設調査
（平成20年1月末現在）

自治体病院の現状
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②自治体病院の役割
自治体病院の占める割合

（全国自治体病院開設者協議会 平成２０年度定時総会資料）

自治体立

72.3%

（183病院）

国立・公的

・その他

27.3%
（69病院）

252病院

自治体立

38.3%

（80病院）

209病院

国立・公的

・その他

61.7%
（129病院）

へき地医療拠点病院

（平成18年12月現在）

救命救急センター

（平成20年2月1日現在）

地域災害医療センター 小児救急医療拠点病院 地域がん診療連携拠点病院

エイズ治療拠点病院

（平成20年1月現在）

（平成20年2月1日現在） （平成19年9月1日現在） （平成20年2月8日現在）

自治体立

45.3%

（238病院）

自治体立

41.4%

（12病院）

自治体立

37.2%

（113病院）

自治体立

37．9%

（140病院）

528病院 29病院 304病院

369病院

国立・公的

・その他

国立・公的

・その他

国立・公的

・その他
国立・公的

・その他

62.1%
（229病院）

62.8%

（191病院）
58.6%
（17病院）

55.2%
（290病院）
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決算の状況（Ｈ１８年度）

自治体病院の経営状況

（1）　収益費用状況の年度別推移
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（2）　損益と累積欠損金の年度別推移
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（3）　全事業数に占める経常損失・経常利益数の割合

66.2
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（4）　不良債務の年度別推移
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自治体病院と私的病院との経営状況比較〔月間収支のサンプル調査〕

区 分 自 治 体 病 院 ① 私 的 病 院 ② ① － ②

医業収入（１００床当たり） A
（千円）

126,722 136,756 ▲ 10,034

入院収益 84,582 92,819 ▲ 8,237

室料差額収益 1,335 3,032 ▲ 1,697

外来診療収益 38,786 36,327 2,459

その他の医業収益 2,019 4,578 ▲ 2,559

入院収益／A ％ 66.7% 67.9%

室料差額収益／A ％ 1.1% 2.2%

外来診療収益／A ％ 30.6% 26.6%

その他の医業収益／
A

％ 1.6% 3.3%

医業費用（１００床当たり）
（千円）

146,924 134,330 12,594

給与費 78,515 70,201 8,314

材料費 35,385 31,596 3,789

委託費 11,711 9,324 2,387

減価償却費 10,248 6,255 3,993

その他の経費 11,065 16,954 ▲ 5,889

給与費／A ％ 62.0% 51.3%

材料費／A ％ 27.9% 23.1%

委託費／A ％ 9.2% 6.8%

減価償却費／A ％ 8.1% 4.6%

その他の経費／A ％ 8.7% 12.4%

参
考

病床数 平均 263床 210床

病床利用率 平均 73.56% 80.50% （平成１９年６月現在調査）

※１ 病院経営実態調査報告（社団法人 全国自治体病院協議会）より

※２ 「自治体病院」は都道府県・指定都市・市町村・組合が開設者となっている病院である。（サンプル数 ５９４）

※３ 「私的病院」は公益法人・社会福祉法人・医療法人・個人病院等である。（サンプル数 ３０７）

※４ 結核・精神病院を除いた一般病院の数値である。 5



基幹病院とサテライト病院・
診療所間の機能分担を徹底

地域における医療提供体制の
維持・医師確保の環境整備

経営効率化 経営形態の見直し

三つの視点に立って、公立病院改革を推進

経済財政諮問会
議（19．5．15）
菅議員提出資料

給与・定員管理の適正化

経費の節減合理化

病床利用率向上等による

収入確保 など

民間的経営手法を導入
・指定管理者制度（４３病院で導入済）

・地方独立行政法人化（８病院で移行済）
・民間への事業譲渡（過去3カ年で９病院で

実施済） など

各自治体において、国の示すガイドライン等を踏まえつつ、経営指標
に関する数値目標を設定した改革プランを策定し、地域医療を確保

経営アドバイザー
等の助言

関係省庁が連携して、総合的に支援
総務省において、新たな支援方策を策定
するとともに、改革の実施状況を調査・公表

都道府県の積極的
な参画

再編・ネットワーク化

6
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A病院
（４６３床）

Ｂ病院
（２５１床）

Ｄ病院
（９８床）

C診療所
（0床）

Ａ病院
（１１０床）

C診療所
（0床）

B病院
（５0床）

Ｄ診療所
（0床）

基幹総合病院（500床）
救急救命センター

（20床）

（山形県公立置賜病院組合の例）

再編前 再編後

病床数計８１２床
病床数計６８０床

（参考）

経営効率化のイメージ

再編・ネットワーク化のイメージ

各自治体が個々に地域での役割を担う ２次医療圏等に存在する自治体病院が、機能分担及び
ネットワーク化を図り全体で該当圏域での役割を担う

○むつ総合病院（青森県）の例

職員給与比率 平成１３年度：５６．６％ → 平成１７年度：５２．１％ （△４．５ポイント）

[目標：平成２０年度５１．１％ （△５．５ポイント）]

※民間病院平均５２．１％（厚生労働省調査より）
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経済財政改革の基本方針２００７ について（抄）

第３章 ２１世紀型行財政システムの構築

１．歳出・歳入一体改革の実現

（２）社会保障改革

③ 公立病院改革

総務省は、平成19年内に各自治体に対しガイドラインを示し、

経営指標に関する数値目標を設定した改革プランを策定する

よう促す。

平成19年6月19日
閣 議 決 定
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公立病院改革の流れ

「経済財政改革の基本方針2007」（平成19年6月19日閣議決定）

公立病院改革懇談会（平成19年7月設置）
○第１回 ７月２３日（月）

・公立病院現況説明・経過説明
・各メンバー意見、フリートーキング

○第２回 ８月２９日（水）
・主な論点についてヒアリング（公立病院関係者、改革事例関係者等）

○第３回 ９月２１日（金）
・公立病院ガイドライン（骨子案）説明
・主な論点について議論

○第４回 １０月２９日（月）
・公立病院ガイドライン（素案）説明・議論

○第５回１１月１２日（月）
・公立病院ガイドライン（案）議論・取りまとめ

地方公共団体等の意見聴取

総務省：平成19年12月24日「公立病院改革ガイドライン」（総務省自治財政局長通知）を地方公共団体に通知

各地方公共団体：平成２０年度 ガイドラインを踏まえ改革プラン策定



 資料５

 

病院事業に対する地方財政措置の現状と課題 

 

 目  次 頁

１ 地方公営企業法（抄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 地方公営企業法施行令（抄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
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１３ 「検討会」における主な検討課題(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７



地方公営企業法（抄） 

（昭和二十七年八月一日法律第二百九十二号） 

第三章 財務 

（経費の負担の原則）  

第十七条の二   

次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方

公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の

貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。  

一  その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて

充てることが適当でない経費  

二  当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもな

おその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に

困難であると認められる経費  
 

（補助） 

第十七条の三   

地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要が

ある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の

特別会計に補助をすることができる。 

- 1 - 



地方公営企業法施行令（抄） 

 

（一般会計等において負担する経費）  

第八条の五  法第十七条の二第一項第一号 に規定する経費で政令で定めるも

のは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費（当該経

費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の収入の額をこえる部分）と

する。  

 

三  病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の

医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関

する行政として行われる事務に要する経費  

 

２   法第十七条の二第一項第二号に規定する経費で政令で定めるものは、次

の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費（当該経費に充て

ることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。）とする。  

 

二  病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保を

はかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとること

が困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域におけ

る医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとること

が困難であると認められるものに要する経費  

 

附 則 

１４  法第十七条の二第一項第二号に規定する病院事業の経費で政令で定める

ものは、当分の間、第八条の五第二項第二号に定める経費のほか、病院及び

診療所の建設又は改良に要する経費（当該経費に充てることができる病院事

業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。）とする。  
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（平成２０年６月６日各都道府県知事あて総務省自治財政局長通知） 

平成２０年度の地方公営企業繰出金について(抄) 

 

  最近における社会経済情勢の推移、地方公営企業の現状にかんがみ、地方公営企業法等

に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、

その経営基盤を強化するため、毎年度地方財政計画において公営企業繰出金を計上するこ

ととしています。 

  その基本的な考え方は、下記のとおりですので地方公営企業の実態に即しながら、この

趣旨を踏まえ適切に運営されるよう期待するものです。 

  この場合、一般会計が下記の基本的な考え方に沿って公営企業会計に繰出しを行ったと

きは、その一部について必要に応じ地方交付税等において考慮するものです。 

  なお、貴都道府県内市町村等に対しましても、この旨通知のうえ、趣旨の徹底を図られ

るようお願いします。 

 

第７ 病院事業 

 １ 病院の建設改良に要する経費 

   (1) 趣旨 

         病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費である。 

   (2) 繰出しの基準 

         病院の建設改良費（当該病院の建設改良に係る企業債及び国庫(県)補助金等の特

定財源を除く。以下同じ。）及び企業債元利償還金（ＰＦＩ事業に係る割賦負担金

を含む。以下同じ。）のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができない

と認められるものに相当する額（建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1（た

だし、平成 14 年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金等にあっては 3 分

の 2）を基準とする。）とする。 

 

  ２ へき地医療の確保に要する経費 

    (1) 趣旨 

へき地における医療の確保を図るために必要な経費について、一般会計が負担

するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

      ア 地域において中核的役割を果している病院が、巡回診療車、患者輸送車等を備

えて巡回診療を行うために必要な経費等のうち、その経営に伴う収入をもって充

てることができないと認められるものに相当する額とする。 

      イ 遠隔医療システムの運営を行うために必要な経費のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ３ 結核病院の運営に要する経費 

    (1) 趣旨 

結核病院の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 
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    (2) 繰出しの基準 

          結核病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ４ 精神病院の運営に要する経費 

    (1) 趣旨 

精神病院の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          精神病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ５ リハビリテーション医療に要する経費 

    (1) 趣旨 

          リハビリテーション医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するた

めの経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって

充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ６ 周産期医療に要する経費 

    (1) 趣旨 

          周産期医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費であ

る。 

    (2) 繰出しの基準 

          周産期医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ７ 小児医療に要する経費 

    (1) 趣旨 

          小児医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

         小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができ

ないと認められるものに相当する額とする。 

 

  ８  公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 

    (1) 趣旨 

          公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費について、一般会計が負担する

ための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          公立病院附属看護師養成所において看護師を養成するために必要な経費のう

ち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当

する額とする。 
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 ９ 院内保育所の運営に要する経費 

    (1) 趣旨 

          病院内保育所の運営に要する経費について一般会計が負担するための経費であ

る。 

    (2) 繰出しの基準 

          病院内保育所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てる

ことができないと認められるものに相当する額とする。 

 

 １０  救急医療の確保に要する経費 

    (1) 趣旨 

          救急医療の確保に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

ア 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示さ

れた救急病院における医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経

費に相当する額とする。 

イ 災害拠点病院整備事業実施要綱（平成 8年 5月 10 日付け健政発第 435 号厚生省

健康政策局長通知）に基づく災害拠点病院が災害時における救急医療のために行

う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に相当する額

とする。 

ウ 災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料及び

薬品等（通常の診療に必要な診療用具、診療材料及び薬品等を上回る診療用具、

診療材料及び薬品等）の備蓄に要する経費に相当する額とする。 

 

  １１  公立病院附属診療所の運営に要する経費 

    (1) 趣旨 

          公立病院附属診療所の運営に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって

充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

  １２  高度医療に要する経費 

    (1) 趣旨 

          高度な医療で採算をとることが困難であっても、公立病院として行わざるをえ

ないものの実施に要する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する額とする。 

 

  １３  保健衛生行政事務に要する経費 

    (1) 趣旨 

          集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
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について、一般会計が負担するための経費である。 

    (2) 繰出しの基準 

          集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに相当する額とする。 

 

 １４  経営基盤強化対策に要する経費 

(1) 不採算地区病院の運営に要する経費 

ア  趣旨 

不採算地区病院の運営に要する経費について、一般会計が負担するための経

費である。 

イ  繰出しの基準 

不採算地区病院(病床数 100 床未満(感染症病床を除く。)又は 1日平均入院患

者数 100 人未満(感染症の患者を除く。)であり、かつ 1 日平均外来患者数 200

人未満である一般病院のうち当該病院の所在する市町村内に他に一般病院がな

いもの又は所在市町村の面積が 300ｋ㎡以上で他の一般病院の数が 1 に限られ

るもの(平成 14 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までに行われた地方自治法

第７条第１項又は第３項の規定による申請に基づき、平成 18 年 3 月 31 日まで

に市町村の合併が行われた場合にあっては、合併前の市町村の区域内において

これらの要件に該当しているものを含む。)をいう。)の運営に要する経費のう

ち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相

当する額とする。 

 

    (2) 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 

      ア  趣旨 

            医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部について繰り出すための経

費である。 

      イ  繰出しの基準 

            医師及び看護師等の研究研修に要する経費の 2分の 1とする。 

 

    (3) 病院事業の経営研修に要する経費 

      ア  趣旨 

病院事業の経営研修に要する経費の一部について繰り出すための経費であ

る。 

      イ  繰出しの基準 

            病院事業の経営研修に要する経費の 2分の 1とする。 

 

    (4) 保健･医療･福祉の共同研修等に要する経費 

      ア 趣旨 

            病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共同研究に

要する経費の一部について繰り出すための経費である。 

      イ 繰出しの基準 

            病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共同研究に
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要する経費の 2分の 1とする。 

 

    (5) 経営健全化対策に要する経費 

      ア  趣旨 

            「第五次病院事業経営健全化措置について」(平成 14 年 4 月 19 日付け総財経

第 103 号)に基づく経営健全化計画による不良債務解消のための繰出しに要す

る経費である。 

      イ  繰出しの基準 

            経営健全化計画において不良債務を解消するために、一般会計から繰り入れ

ることを認められた額の範囲内とする。 

 

    (6) 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 

      ア  趣旨 

            病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費の一部について繰り出

すための経費である。 

      イ  繰出しの基準 

            当該年度の 4 月 1 日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長期給付等に

関する施行法(昭和 37 年法律第 153 号。以下「施行法」という。)の施行の日に

おける職員数に比して著しく増加している病院事業会計(施行法の施行日以降

に事業を開始した病院事業会計を含む。)に係る共済追加費用の負担額の一部と

する。 

 

(7) 自治体病院の再編等に要する経費 

ア 趣旨 

「公立病院改革ガイドラインについて」（平成 19 年 12 月 24 日付け総財経第

134 号）に基づく公立病院改革プラン（以下「改革プラン」という。）の実施

に伴い必要な経費の一部について繰り出すための経費である。 

イ 繰出しの基準 

① 改革プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要する経費とする。 

② 改革プランに基づく公立病院の再編等の実施に伴い必要となる施設の除却等

に要する経費のうち、経営に伴う収入をもって充てることができないと認めら

れるものに相当する額とする。 

③ 改革プランに基づき経営主体の異なる公立病院間において一部事務組合又は

広域連合の設立（既存の一部事務組合又は広域連合を活用する場合を含む。）

に伴い経営基盤を強化し、健全な経営を確保するために要する額のうち、その

経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに対する出資

に要する経費（④の経費を除く。）とする。 

④ 改革プランに基づき公立病院等の再編等を行うことに伴い、新たに必要とな

る建設改良費のうち、経営に伴う収入をもって充てることができないと認めら

れる額に対する出資に要する経費とする。 

⑤ 公立病院特例債に係る利子支払額とする。 
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病院事業における繰出金の区分と地方財政措置について 
 

繰出の根拠 繰出項目例 
経理の区分及び 

項目（標準例） 

⑳地財計画 

計上額 

地方交付税 

普通 特別 

法第 17 条の２ 

第１項第１号 
救急医療 

損

益

医業収益 

他会計負担金 

791  ○ 

 
経営に伴う収
入をもって充
てることが適
当でない経費 

保健衛生行政事務 173 ○ 
 

看護師養成所 

医業外収益 

他会計負担金 

38 △ 
 

法第 17 条の２ 

第１項第２号 

へき地医療 116  ○ 

不採算地区病院 361  ○ 

結核病院 101  ○ 

 

経営に伴う収
入のみをもっ
て充てること
が 客 観 的 に
困難であると
認められる経
費 

精神科病院 414  ○ 

リハビリテーション医療 176 ○ ○ 

周産期部門運営費 64  ○ 

小児医療 179  ○ 

附属診療所 50 △ 

高度医療機器等 524 ○ 

支払利息分 706 ◎○ 

元金償還分 資

本

資本金又は 

剰余金 

1，650 ◎○ 

建設改良費 323 ○ 

研究研修費・経営研修費 

損

益

医業外収益 

他会計補助金 

 

138 ○ 

法第 17 条の３ 児童手当 ※  （72）  ○ 

 
災 害 の 復 旧
そ の 他 特 別
の理由より必
要な場合、補
助することが
できる 

院内保育所 19  ○ 

共済追加費用負担経費 166  ○ 

自治体病院再編等経費 83  ○ 

第五次健全化 特別利益 

他会計繰入金 

6  ○ 

不良債務（資金不足）解消の

ための繰出し 
  

 

 
計 6,078 億円 

 

注１ ※印の児童手当については地方公営企業全体の計上であり6,078億円には含まず。 
注２ 普通交付税の◎は事業費に応じた算定、○は各病院の病床数に応じた算定、△は看護師

養成所実生徒数・診療所数に応じた算定 
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地方交付税制度の概要 

●  国税五税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合とされてい

る地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む

国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するためのもので、

地方の固有財源である。 

性 格 ： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地

方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わ

って徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって

徴収する地方税である。」（固有財源） 

 

総 額 ： 所得税･酒税の３２％、法人税の３４％(平成１９年度から)、消費税の２９．５％(平成９

年度から)、たばこ税の２５％ 

 

種 類 ：普通交付税 ＝標準的な財政需要に対する財源不足額に応じて交付 

交付税総額の９４％ 

特別交付税 ＝普通交付税で捕捉されない特殊、緊急の財政需要等に対し交付 

交付税総額の６％ 

 

普通交付税の額の決定方法 ： 

各団体ごとの普通交付税額 ＝ （基準財政需要額－基準財政収入額）＝財源不足額 

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）×補正係数（寒冷補正等） 

基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（75%） 

 

普通交付税の仕組み 

基準財政 

需 要 額 
Ａ市 基準財政需要額  100億円   

  

   

基準財政 

収 入 額 
Ａ市 25億円 基準財政収入額  75億円 25億円  

 

   

  

留
保
財
源 

125 億円

普 通 

交付税 
標準税収入  100 億円 

- 9 - 



１病院事業等に係る地方交付税措置（主なもの）１ 

（市町村分・平成 1９年度） 

【普通交付税】 

・病床 1 床当たり 49５千円×病床数 

・建設改良費に係る元利償還金×１／２×０．４５ 

（参考）診療所 1 カ所当たり 7，100 千円 

看護師養成所実生徒数 1 人当たり 777 千円 

【特別交付税】 

・病床数に下表の額を乗じて得た額 

病院（床）区分 1 床当たり金額 

不採算地区病院（過疎地等） 680 千円 

リハビリテーション専門病院 445 千円 

精神病床 445 千円 

結核病床 445 千円 

周産期医療病床 2,438 千円 

小児医療病床 958 千円 

・救急救命センター1 床当たり 2,384 千円×病床数 

（ただし、上限 66,400 千円） 

・救急告示病院 

区  分 1 病院当たり金額 

Ａランク 44,200 千円 

Ｂランク 25,300 千円 

Ｂ’ランク 20,900 千円 

Ｃランク 17,300 千円 

小児救急医療提供病院 5,460 千円 

・ へき地医療 

①巡回診療車、患者輸送車等を備えて行う巡回診療経費 

②へき地診療所の応援・代診医師の派遣要請経費      等 
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「不採算地区病院」に関する財政措置について 

 

 要 件  

次に掲げる条件を全て満たす一般病院。 

・ 病床数１００床未満（感染症病床を除く）又は前年度における１日平均入院患者数

が１００人未満であること。 

・ 前年度における１日平均外来患者数が２００人未満であること。 

・ 当該病院の所在する市町村内に他に一般病院がないもの又は所在市町村の面積が

３００ｋ㎡以上で他の一般病院の数が１に限られるもの。（※） 

 

※ 市町村合併による経過措置 

平成１８年３月３１日までに合併を行った市町村については、当該市町村の合併

が行われた日の属する年度とこれに続く５年度に限り、当該市町村の合併前の区域

内での要件として認める。 

 

 該当数  

平成１８年度決算  ２２１病院（都道府県１０、市６５、町村１２６、組合２０） 

 

 

 

 

 上記のうち９２病院が市町村合併による
経過措置適用中 

 最速で平成１５年度に合併した市町村に
係る４病院が平成２０年度で期間満了 

平成２１年度以降の

要件のあり方につい

て要検討 
 

 

 

 財政措置  

平成１９年度 特別交付税措置 

県 分  ２７９千円 × 病床数 

市町村  ６８０千円 × 病床数 

 

【参考】公的病院に対する財政措置の創設（平成２０年度から） 

厚生連等の公的病院が地域医療において果たしている役割に着目し、不採算地区に

所在する公的病院に対する地方団体の助成に対して公立病院に準じて特別交付税措置

により支援。 

（対象）日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の

会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会 
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厚生労働省 

作 成 資 料 

 

 

 

 

 

 

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

救命救急センター 5,621 5,715 5,523 5,550             2,993
公立分を一般財源化

病院群輪番制等病院 3,728 3,703 3,699

在宅当番医 852 867

計 10,201 10,285 9,222 5,550 2,993

一般財源化

一般財源化
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 厚生労働省作成資料
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「公立病院改革懇談会」における地方財政措置に関する主な議論 
(H19.7～H19.11) 

[繰入基準について] 

・ 一般会計負担の考え方を明確にわかりやすくすべきではないか。 

・ 一般会計からの繰入の実態は住民に理解しづらい点があり問題。繰入基準自体も時代

の変化に合わせて見直しが必要。 

・ その地域で必要な医療を提供するために地域の総意で開設された自治体病院の経営基

盤は、不採算部門についてしっかりと一般会計において繰入がされることが基本である。

それ以外の部分の健全化については当然自治体病院関係者の責務である。 

・ 「当該病院の果たすべき役割及び一般会計負担の考え方」において、初めに繰入あ

りきという考え方に違和感がある。まずは独立採算を目指すべき。 

・ まずは各地方団体において一般会計と病院事業会計との間の負担区分を決めることが

先決である。 

［地方財政措置について］ 

 ○財政措置一般 

・ 補助金があれば民間病院でも公立病院の役割を担えるのではないかという議論にどのよ

うに答えるのか。 

・ その地域に規模の大きい国立病院や民間病院があれば、地元が自治体病院を経営する

必要はないのであり、全ての国民が平等に医療を受けることができるためにも国がその

責務を負うべきである。そのための財政支援をお願いしたい。 

 ○過疎地等 

・ 例えば、北海道や沖縄のような離島、中山間地の医療過疎地域は「民間並み」とはいか

ないのではないか。 

・ へき地や離島の医療を守るためには、極端に言えば一般会計で抱えてしまう必要がある

病院もあり得るのではないか。 

 ○過大投資について 

・ 公立病院は全般的に過剰投資傾向にあり、抑制するシステムを講じる必要があるのでは

ないか。 

・ 公立病院は全般的に過大投資傾向にあり、一般会計サイドで負担するというルールで安

易に投資される傾向があるのではないか。 

・ 病院側も償却費の負担が経営上の重荷になっている場合がある。 

・ 病院事業債の元利償還金に対して１／２も自治体が負担することは独立採算の原則から

言っても見直しが必要ではないか。 

 ○病床利用率について 

・ 病床利用率が一定ラインを下回る病院は警告を与える仕組みが必要ではないか。 

・ 病床利用率が低い場合でも、許可病床数に対して１床当たり幾らということで一般会計か

ら繰入れられることに、民間病院あるいは医師会等からの批判がある。 
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公立病院改革ガイドライン（抄） 
（平成１９年１２月２４日付け総務省自治財政局長通知） 

 

第４ 財政支援措置等 

２ 公立病院に関する既存の地方財政措置の見直し 

公立病院改革の推進に資する観点から、公立病院に関する既存の地方

財政措置について次のとおり見直しを行うこととする。 

 

（１）公的医療機関に関する地方財政措置の充実 

①病院から診療所に移行した後の財政措置の継続 

公立病院が診療所に移行し、引き続き救急告示を受ける場合及び過

疎地等の「不採算地区病院」の地域要件を満たす場合には、病院に準じ、

これらに係る特別交付税措置を適用する。 

②公的病院に対する財政措置の創設 

過疎地等の「不採算地区」に立地する日本赤十字社等の公的病院の

運営費に対する市町村からの助成に対し、公立病院に準じて特別交付

税により措置する。 

 

（２）公立病院に関する地方財政措置の重点化  

公立病院に関する地方財政措置のうち、①今後の病院施設等の整備費に

ついて病院建物の建築単価が一定水準を上回る部分を普通交付税措置対

象となる病院事業債の対象から除外すること及び②病床数に応じた普通交

付税措置に際して、今後の各病院における病床利用率の状況を反映するこ

とを検討する。 

これらとあわせて、過疎地等における病院及び診療所に係る地方交付税

措置を充実することを検討する。 
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病院事業債に係る普通交付税措置 
○　～平成２（３）年度 ※ 県分は～平成３年度

元利償還金の２／３について一般会計から繰り出し

６０％　 一般会計からの繰出によらず、
病床割（病床単価）算入 病院会計内で償還する部分

○　平成３（４）年度～１３年度 ※ 県分は平成４年度～

元利償還金の２／３について一般会計から繰り出し

６０％　
事業割算入

※平成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に係る平成１４年度以降の許可債についてもこの類型。

○　平成５年度～

 病院建物の建築費に係る標準面積・標準単価による制限を廃止し、事業費全額を

 起債の対象化

○　平成１４年度

４５％ １５％
事業割算入 病床割

算入

※平成１４年度に基本設計等に着手した事業に係る平成１５年度以降の許可債についてもこの類型。（Ｈ13着手は上の類型）

○　平成１５年度～

元利償還金の１／２について
一般会計から繰り出し

事業割算入  病床割
 算入

普通交付税措置

※　平成１５年度債から理論償還方式で普通交付税算定。

病　　　　院　　　　事　　　　業　　　　債

普通交付税措置
（６０％）

病　　　　院　　　　事　　　　業　　　　債

普通交付税措置
（６０％）

病　　　　院　　　　事　　　　業　　　　債

普通交付税措置
（６０％）

元利償還金の２／３について一般会計から繰り出し

４５％ 　１５％

（60%）

病　　　　院　　　　事　　　　業　　　　債
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「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」 

における主な検討課題(案) 

 

 

 いわゆる「不採算地区病院」など過疎地等における病院及び診療所

に係る地域医療確保のために必要な財政措置 

 市町村合併の進展を踏まえた「不採算地区病院」の要件の見直しを含む。 

 

 産科、小児科、救急医療等に関する財政措置 

 採算性が低く、近年、医療提供体制の確保に困難を生じている医療分野

における的確な財政措置如何。 

 

 公立病院の経営形態多様化を踏まえた財政措置 

 現状では、指定管理者制度導入、地方独立行政法人化の場合は公立病院

と同等の財政措置。民間譲渡後の民間病院、日赤等の公的病院等への地

方公共団体からの助成についてどう考えるか。 

 

 その他公立病院に関する財政措置のあり方全般 等 

 「公立病院改革ガイドライン」に掲げた既存の地方財政措置の見直し

（病院建物の建築単価の上限設定、「病床数」への病床利用率の反映等）

を含む。 
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